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四万十市立東山小学校校舎改築事業設計業務特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

１ 業務名称    

四万十市立東山小学校校舎改築事業設計業務 

 

２ 業務の目的・概要 

老朽化した校舎４棟を解体、改築するものである。工事期間中の学校運営に関し

ては、本市安並運動公園内に仮設校舎を設置し、屋内運動場およびプールは、同公

園内の施設を使用するものとする。 

工事期間中、学校敷地内での学校運営は行わないが、給食提供のためスクールミ

ールひがしやまは運営する。また屋内運動場については、別途、設計および長寿命

化工事を予定している。 

 

３ 履行期間    

契約締結の翌日から令和６年１月 31日（約 13カ月） 

 

 ４ 本業務の概要 

本業務委託は、以下の業務を行うものである。 

（１）四万十市立東山小学校校舎改築事業に係る基本・実施設計 

整備予定建物は以下のとおりである。 

① 校舎 延床面積 3,800㎡程度 

② 屋外付帯施設 

駐輪場、ロータリー、外構（駐車場、門扉、外周フェンス、植栽）ほか 

③ 上記①から②に係る電気設備一式 

④ 上記①から②に係る機械設備一式 

 

（２）四万十市立東山小学校校舎解体工事に係る実施設計 

解体設計の対象とする建物は、「５ 設計与条件」のとおりである。 

アスベスト調査を実施すること。 

 

（３）仮設校舎に係る実施設計 

安並運動公園に設置する仮設校舎は、「５ 設計与条件」のとおりである。 

駐輪場の設計を実施すること。 
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５ 設計与条件 

設計にあたっての与条件は以下のとおりとする。 

（１）敷地の条件 

【東山小学校 校舎】 

① 建設場所 四万十市佐岡 953番地 1 

② 敷地面積 21,103㎡ 

③ 用途地域 都市計画区域内、指定なし 

④ 防火地域 指定なし 

⑤ 建ぺい率 60％ 

⑥ 容 積 率 200％ 

⑦ そ の 他 下水道処理区域でない 

 

【東山小学校 仮設校舎】 

① 建設場所 四万十市安並 4231番地ほか 

② 敷地面積 5,000㎡（広場）程度、うち仮設校舎設置予定敷地は別添１の下図 

のとおり 

③ 用途地域 都市計画区域内、指定なし 

④ 防火地域 指定なし 

⑤ 建ぺい率 60％ 

⑥ 容 積 率 200％ 

⑦ そ の 他 下水道処理区域でない 

都市公園区域内であるが、四万十市都市公園条例の改正により、仮

設校舎設置可能 

 

（２）施設の条件 

【東山小学校 校舎】 

① 施設の名称 東山小学校 

② 施設の用途 小学校（平成 31年国土交通省告示第 98号別添二第七号第 1類） 

③ 施設の延床面積（計画面積） 3,800㎡程度 

④ 主要構造・階数 

校舎の目標使用年数を 80年（原状回復等の改修含む）とし、３階以下とする。 

⑤ 耐震安全性の分類 

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年版）」（平成 25 年 3 月 29

日付け国営計第 126号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。 

構造体     Ⅱ類   

建築非構造部材 Ａ類 

建築設備    乙類 

※地震入力補正係数算出時に使用する、敷地の形状に応じた数値は、局所的な
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高台を考慮すること。 

 

【東山小学校 解体校舎】 

① 北校舎  ＲＣ造 ２階建 延床面積 782㎡ 

② 西校舎  ＲＣ造 ２階建 延床面積 776㎡ 

③ 南校舎  ＲＣ造 １階建 延床面積 774㎡ 

④ 東校舎  ＲＣ造 ３階建 延床面積 727㎡ 

⑤ 渡り廊下  Ｓ造 １階建 延床面積  31㎡ 

 

【東山小学校 仮設校舎】 

① 施設の延床面積（計画面積） 2,600㎡程度（駐輪場除く） 

② 主要構造・階数 

原則、Ｓ造２階建（プレハブ建築） 

③ 必要諸室等 別添４のとおり 

④ プレハブの仕様等については、契約後、受注者との協議により決定する。 

 

（３）建設の条件 

① 事業スケジュール（予定） 

令和５年１月 ～ 令和５年３月 仮設校舎設計【本業務】 

令和５年１月 ～ 令和５年６月 基本設計【本業務】 

令和５年１月  ～ 令和５年８月 解体設計【本業務】 

令和５年７月 ～ 令和６年１月 実施設計【本業務】 

令和５年７月 ～ 令和５年 10月 仮設校舎建設工事 

令和５年12月 ～ 令和６年３月 解体工事 

令和６年５月 ～ 令和７年７月 校舎・外構工事 

 

② 概算予定工事費（税込） 

  校舎改築   1,562,000千円（外構含む） 

    仮設校舎    210,000千円 

  既存校舎解体   82,000千円 

 

③ その他 

（ｱ）工事期間中における、スクールミールひがしやまの運用に支障が無いよう、

安全対策について検討を行うこと。 

（ｲ）次に掲げる関連業務の受注者と協力体制を構築し、業務が円滑に遂行でき

るよう必要な調整を行うこと。 

・地質調査業務（令和５年度実施予定） 

・屋内運動場長寿命化事業設計業務（令和５年度実施予定） 
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（４）設計与条件の資料 

・別添１ 工事位置図 

・別添２ 東山小学校運用に関連する計画等について 

・別添３ 仮設校舎の必要諸室等 

・別添４ 校内ネットワークの再整備仕様書 

・参考図 既存校舎配置図および平面図 

 

 ６ 業務基礎条件 

（１）関係法令に適合した設計とすること。 

（２）建築及び設備との取合については十分注意を払い、維持管理が容易にできるよ

う考慮した設計とすること。 

（３）現地調査を十分に行い、意匠・配置等協議検討を行うこと。 

（４）将来の設備更新等に対して配慮した設計とすること。 

（５）環境に配慮した機器の導入を検討すること。 

（６）事業費の縮減に努めること。 

 

 ７ 設計上の留意事項 

（１）四万十市産材利用促進方針に沿った計画とし、木の温もりが感じられる施設と

すること。 

（２）使用する木材は、原則、市内産材とし、加工・施工についても、可能な限り市

内事業者で行える工法とすること。 

（３）四万十市ゼロカーボンシティ宣言に基づく、省エネルギー及び環境負荷低減の

技術や工夫について、スケジュールおよびコストを考慮し、検討書を作成する

こと。 

（４）既存校舎で使用していた設備等を、仮設校舎でも利用するなど、コストの削減

を図ること。 

（５）既存学童施設からの給排水管は、学校施設内から接続させること。 

（６）駐車場のスペースを、原則、50台以上確保すること。 

（７）敷地の一部が土砂災害特別警戒区域のため、建物配置や対策を検討すること。 

（８）関係部署担当者と協議を行った際は、打合せ記録簿により詳細報告を行うこ

と。 

（９）諸官庁との事前打ち合わせを確実に行い、適正な計画とすること。 

（10）使用する材料・機器等はできるだけ耐用年数の長いものを検討・計画するこ

と。ただし、材質又は機器の性質上、耐用年数が一定年数のものは、将来の維

持管理を配慮して選定すること。 

（11）関連法規等（法律・条令・要綱等）を全て把握し、これらに違反することがな

いように計画すること。計画段階において、関連する法規等を所轄する関係部

署と協議しながら計画すること。 



5 

 

 

（12）設計にあたっては、良好な学習環境に考慮し、対象施設について十分研究を行

うこと。 



6 

 

 

Ⅱ 設計業務の仕様 

 １ 仕様書の適用 

    仕様書に記載された特記事項については、〇印の付いたものを適用する。 

 

 ２ プロポーザル方式により受注した場合の業務履行 

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書に

より提案された履行体制により当該業務を履行する。 

 

３ 設計業務の範囲 

（１）標準業務 

① 基本設計標準業務（平成 31年国土交通省告示第 98号 別表 2-2） 

項目 総合 構造 設備 摘要 

（１）設計条件等の整理 
（ⅰ）条件整理 〇 〇 〇  

（ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議 〇 〇 〇  

（２）法令上の諸条件の調査及

び関係機関との打合せ 

（ⅰ）法令上の諸条件の調査 〇 〇 〇  

（ⅱ）建築確認申請に係る関係機関と

の打合せ 
〇 〇 〇  

（３）上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との

打合せ 
〇 〇 〇  

（４）基本設計方針の策定 

（ⅰ）総合検討 〇 〇 〇  

（ⅱ）基本設計方針の策定及び建築主

への説明 
〇 〇 〇  

（５）基本設計図書の作成 〇 〇 〇  

（６）概算工事費の検討 〇 〇 〇  

（７）基本設計内容の建築主への説明等 〇 〇 〇  

② 実施設計（平成 31年国土交通省告示第 98号 別表 2-2） 

項目 総合 構造 設備 摘要 

（１）要求の確認 
（ⅰ）建築主の要求等の確認 〇 〇 〇  

（ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議 〇 〇 〇  

（２）法令上の諸条件の調査及

び関係機関との打合せ 

（ⅰ）法令上の諸条件の調査 〇 〇 〇  

（ⅱ）建築確認申請に係る関係機関と

の打合せ 
〇 〇 〇  

（３）実施設計方針の策定 

 

（ⅰ）総合検討 〇 〇 〇  

（ⅱ）実施設計のための基本事項の確

定 
〇 〇 〇  

（ⅲ）実施設計方針の策定及び建築主

への説明 
〇 〇 〇  
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（４）基本設計方針の策定 
（ⅰ）実施設計図書の作成 〇 〇 〇  

（ⅱ）建築確認申請図書の作成 〇 〇 〇  

（５）概算工事費の検討 〇 〇 〇  

（６）実施設計内容の建築主への説明等 〇 〇 〇  

  

（２）追加業務 

項目 内容 適用 

積算業務 

（１）積算数量算出書の作成 〇 

（２）単価作成資料の作成  〇 

（３）見積の徴集 〇 

（４）見積検討資料の作成 〇 

建築確認申請手続き

業務 

（１）建築確認申請に係る手続き 〇 

（２）構造計算適合性判定に係る手続き 〇 

（３）エネルギー消費性能適合性判定に係る手続き 〇 

検討委員会等への説

明会等支援業務 
以下のとおり 〇 

 

■検討委員会等への説明会等支援業務 

① 検討委員会支援業務（３回程度） 

（ｱ）委員会毎の検討課題の整理と進行 

（ｲ）委員会検討資料作成、情報提供 

（ｳ）委員会議事録作成 

② 児童ワークショップ支援業務（１回程度、５・６年生を想定） 

（ｱ）ワークショップ毎の検討課題の整理とファシリテーション 

（ｲ）ワークショップ検討資料作成、情報提供 

（ｳ）ワークショップ検討内容の整理（瓦版の作成等） 

③ その他基本設計のための必要な支援業務 

（ｱ）上記（1）、（2）業務の取りまとめ 

（ｲ）担当課等との密な連携協議 

（ｳ）すべての打合せ及び協議についての会議録の作成 

（ｴ）その他、事務局の運営補助 

 

■透視図作成 

① 外観鳥瞰図 彩色 Ａ３判 基本設計完了時 １葉 

② 外観図   彩色 Ａ３判 基本設計完了時 １葉 

③ 内観図   彩色 Ａ３判 基本設計完了時 ３葉  
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（３）実施設計等に関する業務軽減率 

 提供を受ける資料、サンプル、データ、指針等の内容 対象施設 

 類似の参考資料等がある場合  

 準拠する設計図書が有り、その一部を利用できる場合  

 

（４）難易度による補正 

業務 適用 難易度による補正の対象 

総合  特殊な敷地上の建築物 

 木造の建築物（小規模なものを除く） 

構造  特殊な形状の建築物 

 特殊な敷地上の建築物 

 特殊な解析、性能検証等を要する建築物 

 特殊な構造の建築物（国土交通大臣の認定を要するものを除く） 

 免震建築物（国土交通大臣の認定を要するものを除く） 

 木造の建築物（小規模なものを除く） 

設備  特殊な敷地上の建築物 

 特別な性能を有する設備が設けられる建築物 

 

４ 業務工程 

 業務工程は原則、以下による。 

成果物の種類 期限 

仮設校舎実施設計書確定・成果品提出 令和５年３月末 

校舎基本設計書確定・成果品提出 令和５年６月末 

校舎解体工事に係る設計書確定・成果品提出 令和５年８月末 

校舎実施設計書確定・成果品提出 令和６年１月末 

 

５ 管理技術者等の資格要件 

（１）管理技術者 

管理技術者は、下記の資格を有し、業務の技術上の管理又は履行の統轄を行う

と共に設計業務等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 

・一級建築士 

・構造設計一級建築士 

・建築設備士 

・設備設計一級建築士 

・二級建築士 

 

 



9 

 

 

（２）主任担当技術者 

建築（意匠及び構造）、電気設備、機械設備の各部門の責任者として、担当

主任技術者をそれぞれ１名ずつ選定し、配置する。 

① 建築（意匠）主任担当技術者 

② 建築（構造）主任担当技術者 

③ 電気設備担当主任技術者 

④ 機械設備担当主任技術者 

 

（３）履行体制 

受注者は、プロポーザル方式による手続きで提案した履行体制(配置予定技

術者)により当該業務を履行することとし、原則、変更することはできない。

ただし、病休、死亡、退職等やむを得ない理由による場合は、発注者の了解を

得たうえで、資格及び業務実績について同等以上の技術者に変更することがで

きる。 

 

６ 貸与資料等 

設計に際して以下の資料を貸与するものとし、設計が完了したときは速やかにこ

れを返却するものとする。 

貸与品 

・地盤調査報告書（令和４年度実施予定） 

・既存建築物設計図（以下のとおり） 

東山小学校校舎新築工事（北校舎・西校舎・南校舎） 

東山小学校校舎増築工事（東校舎） 

東山小学校屋内運動場新築工事 

東山小学校プール建設工事 

中村市学校給食施設整備事業（スクールミールひがしやま新築） 

  平成 28年度東山小学校区学童保育施設建設工事 

平成 30年度四万十市立小学校空調整備工事 

令和２年度スクールミールひがしやま改修工事 

・その他必要資料 

 

７ 業務の実施 

（１）一般事項 

① 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 

② 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づ

き行う。 
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③ 積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき

行う。 

 

（２）適用基準等（最新の基準を適用） 

特記なき場合は、国土交通省（建設）大臣官房長営繕部が制定又は監修したも

のとする。 

適用 基準名等 適用 基準名等 

a.共通 d.設備 

 官庁施設の基本的性能基準 〇 建築設備計画基準 

 官庁施設の基本的性能に関する技術

基準 

〇 建築設備設計基準 

 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 〇 公共建築設備工事標準仕様書（電気設

備工事編）  官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

 官庁施設の環境保全性基準 〇 公共建築設備改修工事標準仕様書（電

気設備工事編）  官庁施設のユニバーサルデザインに

関する基準 

〇 高知県ひとにやさしいまちづくり条

例 

〇 公共建築設備工事標準図（電気設備工

事編） 

 中村小京都まちなみ景観基本計画 

〇 公共建築工事積算基準 〇 公共建築設備工事標準仕様書（機械設

備工事編） 〇 公共建築工事共通費積算基準 

〇 公共建築工事標準単価積算基準 〇 公共建築設備改修工事標準仕様書（機

械設備工事編） b.建 築 

〇 公共建築工事標準仕様書 (建築工事

編） 

〇 公共建築設備工事標準図（機械設備工

事編） 

〇 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事

編） 

e.設備積算 

〇 公共木造建築工事標準仕様書 〇 公共建築設備数量積算基準 

〇 建築設計基準 f.その他 

〇 建築構造設計基準   

 建築工事標準詳細図   

 構内舗装・排水設計基準   

c.建築積算   

〇 公共建築数量積算基準   

 公共建築工事積算基準等関連資料   
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（３） 調査・打合せ及び記録 

① 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接

な連携を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容について

は、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならな

い。 

② 打合せの時期 

（ｱ）業務着手時（方針及び工程等の打合せ） 

（ｲ）基本設計中間時 

（ｳ）基本設計完了時 

（ｴ）実施設計中間時 

（ｵ）実施設計完了時 

（ｶ）監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 

③ 受注者は、設計着手前に敷地調査を行うこと。なお、整備予定地内に設計上支

障となる障害物や環境保全上考慮すべき事項等を発見したときは、監督職員と

その処置について打合せを行う。 

④ 受注者は、当該業務に関連する別途工事又は別途業務がある場合は、調整を図

り円滑に業務を進めなければならない。 

 

（４） 提出書類 

提出書類 提出時期 備考 

業務着手届 業務着手後速やかに  

管理技術者届 業務着手後速やかに 業務計画書に含めても可 

業務工程表 契約後14日以内  

業務計画書（設計業務） 契約後14日以内  

再委託承諾申請書 再委託を行う14日以内  

貸与品借用書 貸与品借用後７日以内  

貸与品返還書 貸与品返還時  

業務完了報告書（設計業務） 完了後５日以内  

成果物目録書 完了時  

打合せ記録簿等 

 

完了時及び監督職員の請求

時 

指示書・承諾書・報告書含む

（Ａ４ファイル） 

※提出部数は、指定のない限り１部とする。 
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（５）業務計画書 

受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を監督職員に提出すること。業務

計画書には次の事項を記載する。 

① 業務一般事項 

② 業務工程計画 

③ 業務体制 

④ 業務方針 

⑤ 打合せ計画 

 

（６）業務の履行に係る条件等 

① 成果品の取扱いについて 

提出された原図およびＣＡＤデータについては、その写しもしくはそのＰＤ

Ｆデータを入札に係る資料として、貸与もしくは公開に利用することがある。 

また、提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受注者に

貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成

後の維持管理に使用することがある。 

 

② 写真の著作権の権利等について 

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

・写真は市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報に、無償で使用する

ことができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

・次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を受けた

場合は、この限りではない。 

ａ）写真を公表すること。 

ｂ）写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

 

③ 引渡し前における成果品の仕様等について 

仕様書に提出時期の規定がある場合又は監督職員が指示し受注者がこれに

承諾した場合は、市は履行期間途中においても、成果品の全部又は一部を使

用することができる。 

 

（７）その他 

① 関係する法令及び条例等の規定、委託仕様書、適用基準を遵守し、監督職員

の指示によるものとする。 

② 現地の交通状況等周辺状況を十分調査把握し、給水、排水、ガス、電気設備

等について関係機関と十分打合せを行い、監督職員と常に緊密に連絡協議を

するものとする。 

③ 建設費並びに将来的な光熱水費を含めた維持管理費について、コスト縮減に
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留意するものとする。 

④ 基本設計時における概算予定工事費の算定にあたっては、類似する複数の物

件の工事単価を調査するなど、適格な算定を行うものとする。 

⑤ 内訳書については、国庫補助金にかかる項目を分けて計上するものとし、項

目については市の指示による。 

⑥ 積算数量計算書は計算ソフト等を使用し、容易に修正可能とすること。また、

計算に使用した理論、公式、適用基準並びにその計算過程を明記すること。 

⑦ 業務に関し疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 

⑧ 確認申請手続、構造計算適合性判定申請書ほか申請に伴う手数料は原則、市

が負担する。ただし、設計の不備による再申請手数料は受注者が負担するこ

と。 

 

８ 成果図書 

（１）設計図書等 

「別紙１成果図書一覧」を参考として、監督職員と協議の上、必要となる成

果図書を作成・提出するものとする。 

作成にあたり材料等の名称は、標準若しくは共通仕様書、日本建築学会、Ｊ

ＩＳ及びＪＡＳ等に使用されている名称を使用するものとする。 

 

（２）設計説明書 

成果図書一覧に掲げる設計説明書に下記事項及び監督職員の指示した事項を

記入の上、関連する資料とともに監督員に提出するものとする。 

適用 項目 適用 項目 

〇 設計要旨及び設計概要 〇 景観計画 

〇 法令調書 〇 色彩計画 

〇 動線計画 〇 外構計画 

〇 建築計画 〇 遊具計画 

〇 構造計画 〇 雨水排水計画 

〇 設備計画 〇 防犯計画 

〇 防災計画 〇 コスト縮減計画(比較表等) 

〇 サイン計画   

〇 工程計画   

 

（３）設計図 

① 基本設計図は、「別紙１成果図書一覧（１）基本設計」に掲げる内容を作成す

るものとする。 

② 実施設計図は、「別紙１成果図書一覧（２）実施設計」に掲げる内容を作成す

るものとする。 
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③ 表示年月日は、提出時の年月とする。 

④ ＣＡＤデータは、原則としてＪＷ－ＣＡＤとし、これに拠り難い場合は監督職

員と協議するものとする。 

 

（４）工事費内訳書の作成 

① 工事費内訳書の様式等は、監督職員と協議の上、作成すること。 

② 用語は仕様書及び設計図と一致させる。 

③ 編成は、下記を標準とする。 

（ｱ）表紙 

（ｲ）総括表 

（ｳ）工事別直接工事費内訳書 

（ｴ）共通費内訳書 

④ その他監督職員の指示によるもの。 

 

（５）見積書 

① 専門業者等への見積(以下「業者見積り」という。)に際して、見積り先は市の

承諾を得ること。 

② 提出された見積は整理整頓し、委託の成果品とすること。 

なお、本設計業務委託に係る工事の発注年度が、本設計業務委託の履行年度と

異なる場合において、関係工事の業者見積りの再徴取が必要となる場合、受注

者は、業者見積りの再徴取に協力するものとする。 

 

９ 秘密の保持 

受注者は、作成する設計図書及びそれに係わる資料並びに市から提供を受けた関

連資料を当該設計に携わる者以外に漏らしてはならない。特に積算に関する資料に

ついては、厳重な管理をしなければならない。 

 

10 再委託等の禁止 

（１）受注者は、建築（意匠）主任担当技術者を、第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。 

（２）受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承

認を得なければならない。 
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別紙１ 

成果物内容 

(１) 基本設計 

① 一般業務       

（下記を参考として、必要となる成果図面を提出する。） 

成果物 製本形態等 備考 

建築（総合） 

建築（総合）基本設計図書 

設計説明書 １部  

仕様概要書 

仕上概要書 

 面積表及び求積図 

 配置図 

 平面図（各階） 

 立面図 

設計説明書に含む 

設計説明書に含む 

Ａ３判 １部 

Ａ３判 １部 

Ａ３判 １部 

Ａ３判 １部 

 

 工事費概算書 １部  

 仮設計画概要書 Ａ３判 １部  

建築（構造） 

 構造設計説明書 

 工事費概算書 

設計説明書に含む 

１部 

 

電気設備 

 電気設備設計説明書 

 工事費概算書 

設計説明書に含む 

１部 

 

機械設備 

機械設備設計説明書 

 工事費概算書 

設計説明書に含む 

１部 

 

外構 

 駐車（駐輪）場計画説明書 

 工事費概算書 

設計説明書に含む 

１部 

 

その他設備 

 各種技術資料 １部  

（注） 

・「構造」「電気・機械設備」「外構」「その他設備」に揚げる成果図書は、「建築(総合)」に揚げる図書

に含むことができる。 

・「設計説明書」には、設計主旨、計画概要、各概要書及び図面（縮小）等を含む。 

・全ての成果品は、原則データでも納品する。 

・電子データは最新のウイルスチェックを行うこと。 
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② 追加業務 

成果品 製本形態等 

外観鳥瞰図 

外観図 

内観図 

彩色 Ａ３判 １葉 

彩色 Ａ３判 １葉  

彩色 Ａ３判 ３葉 

ワークショップ等資料 

省エネルギー及び環境負荷低減の検討書 

Ａ４判またはＡ３判 

詳細は監督職員の指示による。 

（注） 

・全ての成果品は、原則データでも納品する。 

・成果品は、監督職員の指示により、製本とする。 

・電子データは最新のウィルスチェックを行うこと。 
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（２） 実施設計 

① 一般業務       

 （以下を参考として、必要となる成果図面を提出する。） 

成果物 製本形態等 備考 

共通（設計図） 

共通設計図等 

表紙 

図面目録 

工事概要 

工事区分表 

特記仕様書 

配置図 

面積表・面積計算表 

法規チェックリスト 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

建築（総合） 

建築（総合）設計 

 仕上表 

 平面図 

立面図 

 断面図 

 各部伏図 

 矩計図 

 各部詳細図 

 室内展開図 

 建具表 

 家具表 

 仮設計画図 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

建築（構造） 

建築（構造）設計図 

 仕様書 

 構造伏図 

 軸組図 

 各部構造リスト 

 各部構造詳細図 

 土質柱状図 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

構造計算説明書 ３部  

認定申請書（資料の作成）  建築物 
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電気設備 

電気設備設計図 

 電灯設備 

 動力設備 

 受変電設備 

 各種弱電設備 

 火災報知設備 

 構内配電線路 

 構内通信線路 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

電気設備計算書 1 部  

機械設備 

空気調和設備設計図 

 空気調和設備 

 換気設備 

 排煙設備 

 自動制御設備 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

空気調和設備計算書 1 部  

ガス設備設計図 

 ガス設備 Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

衛生設備設計図 

 衛生器具設備 

 給水設備 

 排水設備 

 給湯設備 

 消火設備 

 散水設備 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

 衛生設備計算書 １部  

その他 

昇降機設備図 Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

外構設備図 

外構計画図 

部分詳細図 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

 

解体設計図 

意匠図 

構造図 

Ａ３二つ折り製本 ３部 

ＣＡＤ・ＰＤＦデータ共 

・解体工事の設計図面は、貸

与する図面を可能な限り使
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設備機器リスト 

仮設計画図 

用し、工事に必要な図面を作

成すること。 

・現地調査を行い、現地と既

存図との整合性を確認する

こと。 

全体共通 

実施設計チェックリスト 1 部  

確認申請図書   

（注） 

・指定されたものを除き、設計図はＡ3判、その他の計算書や資料等はＡ4判を基本とする。 

・全ての成果品は、原則、電子データでも納品する。 

・建築(構造)の成果品は、建築(意匠)設計の成果品の中に含めることができる。 

・成果品は、監督員の指示により、製本とする。 

・電子データは最新のウイルスチェックを行うこと。 
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② 追加業務 

成果品 製本形態等 

積算業務 

建築積算 

工事費内訳書 

建築工事積算数量算出書 

建築工事積算数量調書 

（下地・仕上げチェックリスト含） 

見積書等関係資料 

 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

電気設備積算 

工事費内訳書 

電気設備工事積算数量算出書 

電気設備工事積算数量調書 

見積書等関係資料 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

機械設備積算 

工事費内訳書 

機械設備工事積算数量算出書 

機械設備工事積算数量調書 

見積書等関係資料 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

解体積算 

工事費内訳書 

解体工事積算数量算出書 

解体工事積算数量調書 

見積書等関係資料 

アスベスト調査報告書 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

２部 

確認申請手続 ２部 

各種許認可申請手続 ２部 

省エネルギー関係 ２部 

リサイクル関係 １部 

概略工程表 １部 

(注) 

・指定されたものを除き、設計図はＡ３判、その他の計算書や資料等はA４判を基本とする。 

・全ての成果品は、原則、電子データでも納品する。 

・成果品は、監督員の指示により、製本とする。 

・電子データは最新のウイルスチェックを行うこと。 

 

 



21 

 

 

別添１ 工事位置図 

東山小学校校舎敷地 

 

 

仮設校舎設置予定敷地（安並運動公園内、市立温水プール北側広場） 

 

※青塗範囲内（面積 2,300㎡程度、高さ 2ｍ程度の盛土造成済）を仮設校舎設置予定地とす

る。なお、範囲内の相撲場等は撤去済。 
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別添２ 東山小学校運用に関連する計画等について 

 

１ 東山小学校の教育目標 

「豊かで・かしこく・たくましく」 

（１）目指す学校像 

「明日も来たいと思う東山小」 

・活力ある学校 

・楽しい学校 

・けじめのある学校 

・美しい学校 

（２）目指す児童像 

 ひ 人を大切にする子 

   が 学習にはげむ子 

   し しっかり生活できる子 

   や やさしく思いやりのある子 

   ま まじめにがんばる子 

 

２ 第２期四万十市教育振興基本計画 

（１）基本理念 

・ふるさとを愛し 夢と志をもって 未来を切り拓く人材(ひと)の創造 

・『オール四万十』で学びあい 高めあい つながりあう人材(ひと)の創造 

（２）計画の基本目標 

・「豊かな人間性」と「生き抜く力」を備えた人材の育成 

・地域の誇りとなる地域文化の継承 

・誰もが親しめる生涯学習・スポーツ環境の充実 

 

３ 四万十市学校施設の長寿命化計画 

（１）学校施設の目指すべき姿 

・安全性 

・快適性 

・学習環境への適応性 

・環境への適応性 

・地域の拠点化 

（２）学校施設整備の基本的な方針等 

校舎の目標使用年数を80年としており、竣工後約20年で機能保全・回復のための

大規模改造を行い、耐用年数の中間期となる約40年で機能向上のための長寿命化

改修を行う。その後、約20年で再び大規模などを行い、目標耐用年数の約80年で建

物の建替えを行うこととしている。 
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別添３ 仮設校舎の必要諸室等 

 

種類 室数 

普通教室 普通教室（各学年２教室） 12 

特別支援教室 3 

特別教室 音楽室 1 

家庭科室（調理室としての機能も兼ねる） 1 

図書室 1 

理科室 1 

特別活動室 1 

外国語教室 1 

相談室兼カウンセラー室 1 

管理室 職員室（放送設備有） 1 

 校長室 1 

印刷室 1 

給湯室 1 

保健室 1 

職員更衣室 1 

その他 教材室兼倉庫 1 

給食コンテナ室 1 

多目的教室 多目的教室 2～3 

※男女トイレを計画的に設置すること。 
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別添４ 校内ネットワークの再整備仕様書 

 

１ 既存機器の移設（以下は国が示す GIGAスクール構想に基づき令和２年度校内 LAN整備

構築事業で整備した既存機器である） 

（１）基幹スイッチ 

型式 バッファロー BS-XM3008-2X-EDU 

    既存台数 １台のうち必要となる台数 

 

（２）フロアスイッチ（ハイパワーモデル） 

    型式 バッファロー BS-GS2016P/HP 

    既存台数 ２台のうち必要となる台数 

 

（３）フロアスイッチ 

    型式 バッファロー BS-GS2016P 

    既存台数 ４台のうち必要となる台数 

 

（４）収納箱（フロアスイッチ収納） 

型式 河村電器産業 HBA2-5015N 

    既存台数 ６台のうち必要となる台数 

 

（５）無線アクセスポイント 

  型式 バッファロー WAPM-2133R 

    既存台数 23台のうち必要となる台数 

 

（６）充電保管庫（22台収納） 

    型式 コクヨ SPC-SD22CBT-SAW1 

    既存台数 １台のうち必要となる台数 

 

（７）充電保管庫（32台収納） 

    型式 コクヨ SPC-SD32CBT-SAW1 

    既存台数 ４台のうち必要となる台数 

 

（８）充電保管庫（44台収納） 

    型式 コクヨ SPC-SD44CBT-SAW1 

    既存台数 ８台のうち必要となる台数 

 

２ LANケーブルの敷設 

   各機器間の接続にあたっては Category6Aケーブルの新規敷設によるものとする。 
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３ 既存機器及び LANケーブルの取り扱いについて 

（１）令和２年度に整備した第１項の「既存機器」を、仮設校舎および改築後校舎において

も使用することとする。 

（２）改築前校舎にある第１項の「既存機器」を仮設校舎に移設するとともに、第２項の「LAN

ケーブル」を新規に敷設する（仮設校舎の規模により「既存機器」をすべて移設できな

い場合は、余剰の「既存機器」を別に保管するものとする）。 

（３）仮設校舎から改築後校舎への移転に伴い、仮設校舎にある第１項の「既存機器」を改

築後校舎に移設するとともに、第２項の「LANケーブル」を新規に敷設する（改築後校

舎の規模により第１項の「既存機器」で不足する機器が生じる場合は増設する場合があ

る）。 

（４）LANケーブルの敷設方法、機器の設定等については別途協議することとする。 

（５）第１項の「既存機器」等により構成される校内ネットワークが接続するインターネッ

ト回線およびルータについては、回線事業者へ別途依頼することとする。 
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